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地域医療連携推進法人認定申請等の概要 

 

１  地域医療連携推進法人の認定申請について 

 ⑴ 申請の経緯等 

   別添１ のと おり  

⑵ 申請者氏名等 

   名 称： 一般社団法人あおも り 医療連携推進機構 

   所在地： 青森市東造道二丁目１ 番１ 号 

 ⑶ 医療連携推進区域 

   青森地域 

 ⑷ 医療連携推進方針 

   別添２ のと おり  

 ⑸ 参加法人 

  ① 青森県 

    青森県立中央病院、 青森県立つく し が丘病院 

  ② 青森市 

    青森市民病院、 青森市立浪岡病院 

 ⑹ 役員の状況 

 氏名 所属・ 役職 

理 

事 

大山 力 青森県病院事業管理者 

廣田 和美 青森県立中央病院 病院・  

豊木 嘉一 青森市民病院 病院・  

桐生 一宏 青森県立つく し が丘病院 病院・  

高橋 敏之 青森市立浪岡病院 病院・  

監 

事 

荒関 浩巳 青森県病院局・  

奈良 英文 青森市民病院 事務局・  

 

２  代表理事の選定認可申請について 

 ⑴ 代表理事 

   大山 力（ 青森県病院事業管理者）  

 ⑵ 選定の理由 

   青森県立中央病院と 青森市民病院の共同経営・ 統合新病院を 整備するに当たり 、 青

森県が進める地域医療構想の実現を 目指し 、 統合前から 、 関係病院の機能分担及び業

務の連携の推進を図るための代表者と し て適格である。  
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３  認定基準の適否について 

  すべての認定基準を 満たし ている。（ 詳細は別添３ のと おり ）  



期待さ れる効果

 円滑な統合

 医療従事者の資質向上

 一体的な人材活用による医療従事者不足等への対応

 統合新病院整備に対する理解の促進

地域医療連携推進法人の設立について

【 設立の目的】

① 統合効果の早期発現と 円滑な病院統合に向け、 令和６ 年度中に青森県立中央病院・ 青森市民病院・ 青森県立つく し が丘病院・ 青森市立浪岡病院

の４ 病院で地域医療連携推進法人を設立し 、 機能分担及び業務の連携の推進を図る。

② 青森地域保健医療圏において、 回復期機能を有する医療機関や一次、 二次救急を担う 医療機関等と の連携体制を構築する（ 令和7年度以降） 。

1

【 地域医療連携推進方針のポイ ント 】

①診療連携

 統合に向けた 各種マ ニュ ア

ルや基準等の統一化

 紹介・ 逆紹介の推進

 一次･二次の救急医療機関と

の連携推進

④その他

 統合や医療連携に関する

積極的な情報発信

 医療従事者の計画的な採用

 医薬品等の多様な調達手段の検討

②医療情報の共有

 診療情報の共有による医療サー

ビスの充実と 業務･経費の軽減

③人材教育・ 人材交流

 テーマ・ 職種別等による研修

会の共同開催

 共通プログラ ムによる研修の

実施

 職種・ 階層別の人材交流

統合に向けた具体的な取組

 診療等に関するマニュ アルや基準等の統一

 共同研修等による人材育成

 ホームページ等による情報発信

 法人内での人材の融通（ 在籍型出向等）

 医療従事者の計画的な採用



地域医療連携推進法人の設立について
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≪第１ フ ェ ーズ≫ ≪第２ フ ェ ーズ≫ ≪第３ フ ェ ーズ≫≪役割≫

【 青森地域】

地域の医療提供
体制の確保

≪主な取組≫

 患者の紹介・ 逆紹介

 救急医療に関する機能分担、 連携

 人材交流・ 人材育成

 その他医療連携 等

自治体病院・
民間医療機関等
参加団体の拡大

第８ ・ ９ 次保健医療計画（ R6～17）

病院統合関連

≪主な取組≫

 マニュ アルや基準等の統一

 共同研修による人材育成

 人材の融通(人材交流)

 計画的な職員採用 等

法人設立 統合まで

（ 令和6年度） （ 令和7年度～）

【 県全体】
地域医療の
維持・ 確保

≪主な取組≫

 医師確保・ 医師派遣

 その他医療連携 等

全県の

取組

地域間

での連携

地域内

での連携

第３ フ ェ ーズ(全県の取組)に向けた取組

地域医療構想調整会議で
取組を 呼びかけ

既存の地域医療連携推進法人や
広域連携の枠組みなども 活用
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地域医療連携推進方針 

 

１  医療連携推進区域 

  青森地域保健医療圏 

 

２  参加法人等 

 （ １ ） 青森県 

青森県立中央病院、 青森県立つく し が丘病院 

（ ２ ） 青森市 

    青森市民病院、 青森市立浪岡病院 

 

３  理念・ 運営方針 

（ 理念）  

青森県立中央病院と 青森市民病院の共同経営・ 統合新病院を整備するに当たり 、 青森県

が進める地域医療構想の実現を目指し 、 統合前から 、 関係病院の機能分担及び業務の連携

の推進を 図ると と も に、 青森地域保健医療圏において質の高い効率的な医療提供体制を 確

保し ていく 。  

（ 運営方針）  

円滑な病院統合と 統合効果の早期発現に向け、 両病院が連携し 、 業務を推進し ていく 。  

① 「 県全域を対象と し た高度、専門、政策医療の拠点病院」、「 青森地域保健医療圏に

おける中核病院」 と し ての役割を継承すると と も に、医療機能・ サービスの更なる

充実、 地域の医療機関等への支援、 医療従事者の人材確保・ 育成などにより 、 安全

で質の高い医療を提供する。  

② 地域における二次、三次救急の中核的な医療機関と し て、専門スタ ッ フ の増員を図

ると と も に、 地域の関係機関等と 連携し 、 救急医療提供体制を強化する。  

③ 転院患者の受入先確保のため、 回復期機能を有する医療機関等と の連携体制を 構

築する。  

  青森地域保健医療圏において、 救急医療をはじ めと し た医療提供体制を確保・ 強化する

ため、 民間医療機関等と 連携し 、 急性期・ 回復期・ 慢性期・ リ ハビリ ・ 介護・ 在宅・ 看取り

の一連の流れなどの円滑な連携体制を確保する。  

 

４  病院等相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項及びその目標 

（ １ ） 診療連携 

① 青森県立中央病院と 青森市民病院の統合効果の早期発現と 円滑な統合の推進 

     安定的な医療スタ ッ フ の確保を図り 、 安全で質の高い医療を提供するため、 両病

院が有する医療機能を活用し 相互に補完し て診療を 行い、 両病院間のコ ミ ュ ニケー
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ショ ンを深めると と も に、 統合に向け各種マニュ アルや基準等の統一化を図る。  

② 地域の医療機関と の連携推進 

回復期機能を 有する医療機関や一次、 二次救急を担う 医療機関等と の連携体制を

構築する。  

また、 各種診療情報の共有、 地域連携パスの活用などにより 、 患者の紹介・ 逆紹介

を推進し 、 地域完結型の医療体制を構築する。  

 

（ ２ ） 関係病院の医療情報の活用 

    患者等の情報（ 検査情報、 手術情報等の医療情報） の共有により 紹介、 転院、 問診等

に関する業務軽減、 経費節減を図る。  

 

（ ３ ） 人材教育 

 医療安全、感染管理、接遇等のテーマ別や職種別等の研修会・ 勉強会を共同で開催す

ると と も に、 看護師のラ ダー研修等の一般研修を共通のプログラ ムで実施し 、 地域に

おける医療従事者の資質向上を図る。  

 

（ ４ ） 人材交流 

   職員相互の理解及び各種課題の解決等に資するため、 職種・ 階層別の人材交流を 行

う 。  

 

（ ５ ） その他地域医療連携推進に関する事業 

① 積極的な情報発信 

 ホームページ等、様々な情報媒体を活用し て、適時適切に地域住民、地域の医療機

関等へ情報を提供し 、 地域医療連携推進法人の取組への理解を深める。  

   ② 医療従事者の計画的な採用 

     統合新病院の開院時に必要なスキルを持っ た医療従事者の体制を整えるため、 医

療従事者の計画的な採用を行い、 統合新病院の体制を整備する。  

③ 医薬品等の多様な調達手段の検討 

     医薬品、診療材料、医療機器等の購入に際し ては、多様な調達手段の検討を行い、

経営の効率化を図る。  
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◎地域医療連携推進法人認定基準審査表（ 一般社団法人あおも り 医療連携推進機構）  

 

 
認定基準 審査内容 適否 

Ⅰ 地域医療連携推進法人の運営について 

１  医療連携推進業務を 行う こ と を 主たる目的と する こ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第１ 号）  

（ 医療連携推進業務を 行う のに直接要する 費用について、 法人全体に共通し て発生する

費用または法人運営のために毎年度経常的に要する 費用を 含めた合計額に占める 事業

比率が 50％超である こ と 。）  

事業比率： 100％ 適 

２  医療連携推進業務を 行う のに必要な経理的基礎及び技術的能力を 有し ている こ と 。（ 法

第 70 条の３ 第１ 項第２ 号）  

【 経理的基礎】  

・ 財務基盤の明確化について 

  当法人の運営経費は定款第８ 条に基づき 社員が負担する。  

・ 経理処理・ 財産管理の適正性について 

  定款第 44 条で規定する 諸帳簿を 備え付け、定款第 25 条第３ 号の

規定によ り 、 代表理事が４ カ 月を 超える間隔で２ 回以上、自己の職

務執行状況報告時に経理処理状況等の報告を 行い、適切な管理を 行

う 。  

適 

【 技術的能力】  

・ 業務実施のための技術、専門的人材や設備等の能力の確保について 

  青森県立中央病院、 青森市民病院、 つく し が丘病院、 浪岡病院の

病院長が理事を 務め、 適切な判断で医療連携推進業務を 調整、 運営

でき る体制を 確保し ている 。  
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３  医療連携推進業務を 行う に当たり 、 社員、 理事、 監事、 職員等の関係者に対し 特別の利

益を 与えないも のであるこ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第３ 号）  

なお、 資金の貸付け等は当該特別の利益に当たら ないも のと する。  

 

区分 社員等に対する 利益供与の内容 
特別の利

益の有無 

施設の利用 該当なし  無 

金銭の貸付け 該当なし  無 

資金の譲渡 該当なし  無 

給与の支給 該当なし  無 

その他財産の運用

及び事業の運営 

該当なし  無 

 

適 

４  医療連携推進業務以外を 行う 場合には、 当該業務を 行う こ と によ っ て医療連携推進業務

の実施に支障を 及ぼすおそれがないも のであるこ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第５ 号）  

医療連携推進業務以外を 行わない。  適 

Ⅱ 医療連携推進方針について 

５  医療連携推進方針に「 医療連携推進区域」「 参加法人が当該区域において開設する 病院

等（ 参加病院等） の機能分担及び業務連携に関する 事項」「 目標に関する事項」「 運営方

針・ 参加法人に関する 事項」 が記載さ れているこ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第６ 号）  

医療連携推進方針にすべて記載さ れている 。  適 

Ⅲ 議決権について 

６  病院等を 開設する参加法人の数が２ 以上であり 、 病院等を 開設する参加法人の議決権の

合計が介護事業等に係る施設又は事業所を 開設し 、 又は管理する 法人の議決権の合計を

超えるも のであるこ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第９ 号）  

 

区分 議決権数 

病院等を 開設する参加法人・ ・ ・ ・ ・ ① ２  

介護施設等を 開設する 参加法人・ ・ ・ ② ０  

その他の社員・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ③ ０  

総議決権数（ ①～③の合計）・ ・ ・ Ａ  ２  

参加法人の議決権の構成割合（ 第８ 号）  ① ＞ ② 

参加法人の議決権の構成割合（ 第 11 号）  [ ( ①＋②) /Ａ ] ＞0. 5 
 

適 

７  参加法人の議決権の合計が、 総社員の議決権の過半を 占めている も のである こ と 。（ 法

第 70 条の３ 第１ 項第 12 号）  

適 

８  社員は、 各一個の議決権を 有するも のである こ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第 11 号）  

ただし 、 定款の定めが 

議決権は、 社員１ 名につき １ 個である 。（ 定款第 18 条に規定）  適 
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・  議決権に関し て、 医療連携推進目的に照ら し 、 不当に差別的な取扱いを し ないも の

である こ と 。  

・  議決権に関し て、 社員が当該一般社団法人に対し て提供し た金銭その他の財産の価

額に応じ て異なる 取扱いを し ないも のであるこ と 。  

のいずれにも 該当する 場合は、 こ の限り ではないこ と 。  

Ⅳ 役員について 

９  役員について、以下のいずれにも 該当する も のであるこ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第 14

号）  

・  理事３ 人以上、 監事１ 人以上であるこ と 。  

・  本人、 配偶者、 三親等以内の親族及びそれに類する 特殊の関係がある者が、 役員総

数の３ 分の１ を 超えて含まれるこ と がないも のであるこ と 。  

・  理事のう ち少なく と も １ 人は、 診療に関する 学識経験者の団体その他の関係団体の

代表者又は診療に関する 学識経験者である こ と 。  

定款第 23 条、 第 24 条において定めている 。  

役員は次のと おり 。  

 氏名 所属・ 役職 

理

事 

大山 力 青森県病院事業管理者 

廣田 和美 青森県立中央病院 病院長 

豊木 嘉一 青森市民病院 病院長 

桐生 一宏 青森県立つく し が丘病院 病院長 

高橋 敏之 青森市立浪岡病院 病院長 

監

事 

荒関 浩巳 青森県病院局長 

奈良 英文 青森市民病院 事務局長 
 

適 

10 代表理事を １ 人置いている も のであるこ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第 15 号）  定款第 23 条において定めている 。  

代表理事： 大山 力（ 青森県病院事業管理者）  

適 

Ⅴ 定款に定めるべき 事項ついて 

11 医療連携推進区域を 定款で定めているこ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第６ 号）  定款第４ 条において定めている 。  適 

12 社員は参加法人並びに病院等を 開設する法人、 介護事業その他の地域包括ケアシステム

の構築に資する 事業に係る 施設又は事業所を 開設し 、 又は管理する法人及び地域におい

て良質かつ適正な医療を 効率的に提供する ために必要な者と し て医療法施行規則第 39

条の２ で定めた者に限る旨定款で定めている こ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第７ 号）  

定款第６ 条において定めている 。  適 

13 社員の資格の得喪に関し て、 医療連携推進目的に照ら し 、 不当に差別的な取扱いを する

条件その他の不当な条件を 付与し ていないも のである こ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第 10

付与し ていない。（ 定款第７ ～８ 条、 第 10～12 条）  適 
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号）  

14 営利を 目的と する 団体又はその役員と 利害関係を 有する こ と によ り 社員総会の決議に

不当な影響を 及ぼすおそれがある者を 社員、 理事、 監事と し ない旨を 定款で定めている

こ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第 13 号）  

定款第７ 条（ 社員）、 第 24 条（ 役員） において定めている。  適 

15 理事会を 置いている も のであるこ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第 16 号）  定款第 29 条において定めている 。  適 

16 以下の要件を 満たす地域医療連携推進評議会を 置く 旨を 定款で定めている も のである

こ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第 17 号）  

・  医療又は介護を 受ける 立場にある者、 診療に関する 学識経験者の団体その他の関係

団体、 学識経験を 有する 者その他の関係者を も つて構成するも のであるこ と 。  

・  参加法人が予算の決定等の重要事項を 決定するに当たっ て、 あら かじ め、 当該一般

社団法人が意見を 述べる に当たり 、 当該一般社団法人に対し 、 必要な意見を 述べる こ

と ができ るも のである こ と 。  

・  医療連携推進方針に記載し ている目標に照ら し 、 業務の実施状況について、 評価を

行い、 必要がある と 認めると き は、 社員総会及び理事会において意見を 述べる こ と が

でき る も のである こ と 。  

定款第 36 条、 第 37 条において定めている 。  適 

17 参加法人が予算の決定、 借入金、 重要な資産の処分、 事業計画の決定、 定款変更、 合併、

分割、 解散等の重要事項を 決定する に当たっ て、 あら かじ め、 当該一般社団法人に意見

を 求めなければなら ないも のと する 旨を 定款で定めているも のである こ と 。（ 法第 70 条

の３ 第１ 項第 18 号）  

定款第９ 条において定めている 。  適 

18 医療連携推進認定の取消し の処分の日から 、 一月以内に、 国、 地方公共団体、 公的医療

機関、 社団たる医療法人であっ て持分の定めのないも の又は財団たる 医療法人に贈与す

る 旨を 定款で定めているも のである こ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第 19 号）  

定款第 52 条において定めている 。  適 

19 清算を する 場合において、 残余財産を 国等に帰属さ せる 旨を 定款で定めているも のであ

る こ と 。（ 法第 70 条の３ 第１ 項第 20 号）  

定款第 53 条において定めている 。  適 

Ⅵ 欠格事由 

20 次の欠格事由に該当し ないこ と 。（ 法第 70 条の４ ）   適 

 ① 理事及び監事のう ち 、 次のいずれかに該当する者の有無  
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 イ  地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を 取り 消さ れた場合において、

その取消し の原因と なっ た事実があっ た日以前１ 年以内に当該地域医療連携

推進法人の業務を 行う 理事であっ た者でその取消し の日から ５ 年を 経過し な

いも の 

無 

ロ  医療法その他保健医療又は社会福祉に関する 法律で政令で定める も のの規

定によ り 罰金以上の刑に処せら れ、その執行を 終わり 、又は執行を 受ける こ と

がなく なっ た日から 起算し て５ 年を 経過し ない者 

無 

ハ 禁固以上の刑に処せら れ、その刑の執行を 終わり 、又は刑の執行を 受けるこ

と ができ なく なっ た日から ５ 年を 経過し ない者 

無 

ニ 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律第２ 条第６ 号に規定する

暴力団員又は暴力団員でなく なっ た日から ５ 年を 経過し ない者（ 以下「 暴力団

員等」 と いう 。）  

無 

② 医療法第 70 条の 21 第１ 項又は第２ 項の規定によ り 医療連携推進認定を 取り 消さ

れ、 その取消し の日から ５ 年を 経過し ないも の 

無 

③ 暴力団員等がその事業活動を 支配する も の 無 

 


